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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
緑
川
貴
士
君
提
出
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
課
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
、
二
及
び
五
に
つ
い
て 

 
 

簡
易
課
税
制
度
を
適
用
し
て
い
る
事
業
者
の
場
合
に
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
八
年
法
律
第
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
に

規
定
す
る
適
格
請
求
書
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
適
格
簡
易
請
求
書
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
保
存
が
な
く
と
も
、

一
定
の
み
な
し
仕
入
率
に
よ
り
仕
入
税
額
控
除
が
で
き
る
た
め
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
仕
入
税
額
控
除
に
際

し
て
新
た
な
事
務
負
担
が
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
簡
易
課
税
制
度
を
適
用
し
て
い
な
い
事
業
者
の
場
合
に
お
い
て
も
、
令
和
五
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
同
法
第

二
条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
が
一
億
円
以
下
で
あ
る
等
の
事
業
者
に
つ
い
て
は
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
か
ら
六
年
間
、
一
万
円
未
満
の
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
存
が
な
く
と
も
帳
簿

の
保
存
の
み
に
よ
り
仕
入
税
額
控
除
を
可
能
と
す
る
事
務
負
担
の
軽
減
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

加
え
て
、
事
業
者
に
よ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
対
応
も
見
据
え
、
新
た
に
導
入
す
る
会
計
等
の
機
能
を
有
す
る
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
の
購
入
費
用
等
を
補
助
す
る
Ｉ
Ｔ
導
入
補
助
金
等
に
よ
り
、
中
小
・
小
規
模
事
業
者
の
業
務
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る



 

２ 

 

事
務
負
担
の
軽
減
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
、
政
府
と
し
て
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
に
当
た
っ
て
の
事
業
者
の
事
務
負
担
の
軽
減
に
努
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
制
度
及
び
支
援
策
の
周
知
等
を
通
じ
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
円
滑
な
導
入
に
向
け
、
万
全
の
対

応
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
以
外
の
事
業
者
か
ら
の
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
後
三
年
間
は
仕

入
税
額
（
課
税
仕
入
れ
に
係
る
支
払
対
価
の
額
に
消
費
税
率
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
相
当
額
の

八
割
を
、
そ
の
後
の
三
年
間
は
仕
入
税
額
相
当
額
の
五
割
を
、
そ
れ
ぞ
れ
仕
入
税
額
控
除
の
控
除
額
と
す
る
こ
と
を
可
能
と

す
る
経
過
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
制
度
導
入
に
よ
る
事
業
者
間
の
取
引
に
与
え
る
影
響
を
緩
和
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
免
税
事
業
者
を
は
じ
め
と
し
た
中
小
・
小
規
模
事
業
者
の
取
引
に
つ
い
て
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引

の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
、
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第

百
二
十
号
）
等
に
お
け
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
実
施
を
契
機
と
し
た
取
引
条
件
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
の
明
確



 

３ 

 

化
、
各
事
業
者
団
体
等
へ
の
法
令
遵
守
の
要
請
及
び
書
面
調
査
と
い
っ
た
取
組
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
、
事
業
者

の
方
々
が
不
当
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
よ
う
、
取
引
環
境
の
整
備
に
万
全
の
対
応
を
図
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
事
業
者
に
よ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
対
応
を
見
据
え
た
新
た
な
Ｉ

Ｔ
ツ
ー
ル
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
会
計
等
の
機
能
を
有
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
購
入
費
用
等
を
一
定
の
要
件
の
下
で
補
助
す

る
Ｉ
Ｔ
導
入
補
助
金
に
つ
い
て
、
令
和
四
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
に
お
い
て
、
対
象
と
な
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

の
範
囲
を
拡
大
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
支
援
の
充
実
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


